
保育士の処遇改善並びに職員配置基準の引き上げの  
緊急対応と財源確保を求める意見書  

 
 

2015 年４月、子ども・子育て支援新制度（略：新制度）が施行された。

新制度では、消費税を財源に、保育の「量的拡大」及び「質の改善」をめ

ざすとしているが、財源確保を含めて未だ十分とはいえない。  
保育の現場では、実態に合わない保育士の配置基準による労働条件の厳

しさや給与水準の低さから、保育士不足が深刻であり、増加する待機児童

への対応も遅れている。  
こうした事態を解決するためには、国の責任による保育制度の改善と財

源保障が不可欠である。新制度の実施主体である市町村が十分に役割を果

たし、「すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子

ども・子育て支援の質・量の拡充を図る」とする子ども・子育て支援法の

趣旨をふまえた取組みが推進されるよう、国として保育士の処遇改善と配

置基準の引き上げを緊急に行い、そのために必要な財源を安定的に確保す

ることが必要である。  
よって、国におかれては、保育士の処遇改善並びに職員配置基準の引き

上げの緊急対応と、安定的な財源確保を求めて、以下について要望する。 
 

記  
 
１．十分な予算を確保し、保育士の配置基準と処遇の改善を進めるこ

と。  
 

２．保育施設の開所日数、開所時間に見合う単価設定など、実態を踏ま

えて公定価格を改善すること。  
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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